
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が 

　あ
っ
た
件                                                                 

五
六
五 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出 

　が
あ
っ
た
件                                                               

五
六
五 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件             

五
六
六 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件
三
件                                                                 

五
六
六 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                     

五
六
七 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件                         

五
六
七 

○
農
地
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の 

　規
定
に
よ
り
裁
定
を
行
っ
た
件                                                 

五
六
八 

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
計
画
を
定
め
た
件                                       

五
六
八 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
件                                           

五
六
八 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所
在 

　が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件                             
五
六
八 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所 

　有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
二
件             

五
六
九 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所 

　在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
二
件                       

五
六
九 

　公

　告 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                       

五
七
〇 

○
福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ 

　り
特
定
小
売
商
業
施
設
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
件                                 

五
七
一 

　福
島
県
公
安
委
員
会 

○
福
島
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に 

　関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                           

五
七
二 

○
福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                   

五
七
三 

　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数
並
び
に
福
島 

　県
議
会
議
員
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
告 

　示
す
る
件                                                                 

五
七
七 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
四
号 

　生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

 
 

 
 

事

業

所

の

名

称 
 

 
 

 

事
業
者
の 

事
業
者
の
主
た
る 

事
業
所
の
所
在
地 

 
 

 
 

名

　
　称 

事
務
所
の
所
在
地 

変

　
　更

　
　前 

変

　
　更

　
　後 

蔵
ま
ち
薬
局

　
　
さ
く
ら
薬
局

　喜

喜
多
方
市
字
長
面

さ
く
ら
薬

東
京
都
千
代
田
区

多
方
店

　
　
　
　
三
〇
八
六

　
　
　
局
株
式
会

大
手
町
一
丁
目
三

社

　
　
　
番
一
号

　
　
　
　

す
ず
ら
ん
薬
局

　
さ
く
ら
薬
局

　会

会
津
若
松
市
宮
町

さ
く
ら
薬

東
京
都
千
代
田
区

津
宮
町
店

　
　
　
六
番
四
号

　
　
　
局
株
式
会

大
手
町
一
丁
目
三

社

　
　
　
番
一
号

　
　
　
　

真
宮
薬
局

　
　
　
さ
く
ら
薬
局

　会

会
津
若
松
市
真
宮

さ
く
ら
薬

東
京
都
千
代
田
区

津
真
宮
店

　
　
　
新
町
北
一
丁
目
一

局
株
式
会

大
手
町
一
丁
目
三

一
︱
四

　
　
　
　
社

　
　
　
番
一
号

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号 

　生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
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る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

 
 

 
 

 

事

業

所

の

所

在

地 
 

 
 

事
業
者
の 

事
業
者
の
主
た
る 

事
業
所
の
名
称 

 
 

 
 

名

　
　称 

事
務
所
の
所
在
地 
変

　
　更

　
　前 

変

　
　更

　
　後 

訪
問
看
護
ス
テ
ー

伊
達
郡
国
見
町
小

伊
達
市
桑
折
町
下

合
同
会
社

伊
達
郡
国
見
町
鳥

シ
ョ
ン

　ほ
し
ぞ

坂
字
小
坂
五
〇
︱

郡
字
八
幡
一
二

　
ほ
し
ぞ
ら

取
字
山
田
三
一

　

ら

　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号 

　生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
指
定
介
護
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

  

事
業
所
の 

事
業
所
の 

事
業
者
の 

事
業
者
の
主
た
る 

 
サ
ー
ビ
ス 

 
 

 
 

 

廃

止

年

月
日 

 
 

名

　
　称

所

在
地

名

　
　称

事
務
所
の
所
在
地

の

種

類

  

ウ
エ
ル
シ

伊
達
市
保

ウ
エ
ル
シ

東
京
都
千
代
田
区

令
和
七
年
二
月
二
八

居
宅
療
養

 

ア
薬
局

　
原
町
字
大

ア
薬
局
株

外
神
田
二
丁
目
二

日

　
　
　
　
　
　
　
管
理
指
導 

 

伊
達
保
原

和
一
〇
七

式
会
社

　
番
一
五
号

　
　
　

　介
護
予

 

北
店

　
　
番
地
一

　

防
居
宅
療

 

養
管
理
指

 

導

　
　
　 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
七
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
十
二
月

九
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民
情
報

室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

曽
根
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　福
島
県
福
島
市
曽
根
田
町
十
二
番
地
一 

二

　変
更
し
た
事
項 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

　
　
　（
変
更
前
）
株
式
会
社
福
島
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー 

　
　
　
　
　
　
　
　代
表
取
締
役

　小
林

　勇
一 

　
　
　（
変
更
後
）
株
式
会
社
福
島
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー 

　
　
　
　
　
　
　
　代
表
取
締
役

　森

　雅
彦 

　２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

　
　て
は
代
表
者
の
氏
名
（
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更

　一
件
、
小
売
業
者
の
入
店

　
　
　二
件
、
小
売
業
者
の
退
店

　四
件
） 

三

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
十
一
月
十
九
日 

四

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
福
島
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
八
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
十
二
月

九
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民
情
報

室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

曽
根
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　福
島
県
福
島
市
曽
根
田
町
十
二
番
地
一 

二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名
（
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
の
変
更

　一
件
、

小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更

　一
件
、
小
売
業
者
の
入
店

　三
件
） 

三

　届
出
年
月
日 
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令
和
七
年
十
一
月
十
九
日 

四

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
福
島
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
九
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
十
二
月

九
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民
情
報

室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

曽
根
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　福
島
県
福
島
市
曽
根
田
町
十
二
番
地
一 

二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名
（
小
売
業
者
の
退
店

　一
件
） 

三

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
十
一
月
十
九
日 

四

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
福
島
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
十
二
月

九
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
□
葉
町
産
業
創
生
課
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

こ
こ
な
ら
笑
店
街

　福
島
県
双
葉
郡
□
葉
町
大
字
北
田
字
中
満
二
十
五
番
地 

二

　変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

　
　駐
輪
場
の
位
置 

　
　（
変
更
前
）
別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　（
変
更
後
）
別
紙
図
面
の
と
お
り 

三

　変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

□
葉
町 

　（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
一
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
七
年

十
二
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民

情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

福
島
駅
西
口
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　福
島
県
福
島
市
公
事
田
六
番
地
七
ほ
か
五
十
筆 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

１

　騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項 

　騒
音
規
制
法
に
係
る
特
定
施
設
、
福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
に
係
る
騒
音
指

定
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
、
防
音
対
策
や
配
置
等
を
検
討
し
、
敷
地
境
界
で
の
騒
音
値
に
関
し

て
規
制
基
準
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

　な
お
、
届
出
に
関
し
て
は
既
存
の
届
出
の
有
無
等
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
届
出
く
だ
さ
い
。 

２

　廃
棄
物
の
発
生
に
係
る
事
項 

ア

　事
業
活
動
に
伴
っ
て
発
生
し
た
廃
棄
物
の
保
管
に
あ
た
っ
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
の
保
管
基
準
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
飛
散
防
止
な
ど
の
周
辺
環
境
の
保
全
に

努
め
、
苦
情
等
の
問
題
が
発
生
し
た
場
合
は
、
早
急
か
つ
誠
意
あ
る
対
応
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、

廃
棄
物
の
分
別
を
徹
底
す
る
こ
と
。
特
に
産
業
廃
棄
物
（
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
類
・
金
属
く
ず
・
ガ
ラ
ス
く
ず
）
と
事
業
系
一
般
廃
棄
物
は
混
在
し
な
い
よ
う
に
注

意
す
る
こ
と
。 

イ

　廃
棄
物
の
収
集
運
搬
・
処
分
を
委
託
す
る
場
合
は
、
廃
棄
物
の
種
類
（
産
業
廃
棄
物
（
事
業

活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
・
金
属
く
ず
・
ガ
ラ
ス
く
ず
）
・
事
業
系
一
般
廃

棄
物
な
ど
）
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
許
可
を
受
け
た
業
者
へ
委
託
す
る
と
と
も
に
、
委
託
基
準

を
遵
守
す
る
こ
と
。 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 
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福
島
県
告
示
第
八
百
二
号 

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
九
月
三
日
付
け
で
公
益
財
団
法
人
福
島

県
農
業
振
興
公
社
（
福
島
県
農
地
中
間
管
理
機
構
）
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以

下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
し
て
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日
付
け
で
次
の
と
お
り
裁

定
し
た
。 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　地
番

　
　
　
　
　
　地
目

　面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

南
相
馬
市
原
町
区
上
渋
佐
字
寺
崎

　四
四
六
番
地
一

　
　田

　
　一
、
三
七
〇 

二

　利
用
権
の
内
容 

水
稲
の
栽
培
で
利
用 

三

　利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間 

１

　始
期

　令
和
八
年
四
月
一
日 

２

　存
続
期
間

　一
〇
年 

四

　農
地
の
所
有
者
等
の
情
報 

髙
田

　己
之
助
（
亡
） 

五

　借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

　二
〇
五
、
五
〇
〇
円 

六

　補
償
金
の
支
払
の
方
法 

当
該
利
用
権
の
始
期
ま
で
に
福
島
地
方
法
務
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
こ
と
。 

（
農
村
振
興
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
三
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

地
見
城
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
定
め
に
係
る
関
係
書
類
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　
 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

換
地
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
七
年
十
二
月
十
日
か
ら 

（
二
十
七
日
間
） 

令
和
八
年
一
月
五
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

田
村
市
役
所 

四

　そ
の
他 

こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
土
地
改
良
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十

五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら
れ

た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と
し
て
、
当
該
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
基
盤
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
四
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川
内
字
所
倉
五
一
二 

二

　指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
川
内
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
川
内
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
五
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の

所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
富
岡
町
役
場

の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

飯
土
井
新
三
郎

　原
田
長
吉

　保
証
責
任
富
岡
信
用
販
売
購
買
利
用
組
合 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。 
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２

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所
、
指
定
の
目
的
及
び
指
定
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、

保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
令
和
七
年
福
島
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号
）
に
よ
る
こ

と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
六
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百

八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
浅
川
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内

容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

近
藤
正
昭

　須
藤
常
松 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
令
和
七
年
福
島
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号
）
に

よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
七
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百

八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
泉
崎
村
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内

容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

海
上
学

　海
上
學

　海
上
角
太
郎

　海
上
惣
左
衛
門

　海
上
辰
吉

　熊
井
惣
右
衛
門

　熊
田
仙
藏

　根
本
辰
治

　根
夲
辰
治

　佐
々
木
清
吉

　佐
々
木
淸
吉

　佐
藤
正
治

　三
村
平
太
郎

　三
村
傳
藏

　室
重
兵
衛

　室
兵
喜

　秋
山
巳
之
吉

　秋
山
已
之
吉

　小
室
ヤ
イ
子

　小
林
ヨ
シ

　小
林
源
五
郎

　小
林
勝
世

　小
林
清
太
郎

　小
林
清
之
助

　小
林
藤
吉

　小
林
徳
三
郎

　小
林
平
五
郎

　小
林
德

三
郎

　西
巻
平
八

　石
塚
千
代
松

　石
塚
忠
太
郎

　中
畑
久
吉

　中
畑
市
郎

　中
畑
重
郎

　中
畑
亦

市

　中
目
野
●
藏

　中
野
目
丑
藏

　中
野
目
金
太
郎

　中
野
目
新
吉

　中
野
目
政
吉

　中
野
目
清
太

郎

　中
野
目
清
之
助

　白
石
源
太
郎

　本
柳
亀
治

　本
柳
庄
之
助

　木
村
清
松

　木
村
由
之
助

　野

崎
栄
吉

　野
崎
市
太
郎

　野
崎
松
雄

　野
崎
正
志

　野
崎
長
吉

　野
崎
長
藏

　野
崎
鶴
吉

　野
崎
文

右
衛
門

　鈴
木
亀
藏

　鈴
木
七
之
助

　渡
邊
新
三
郎 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
令
和
七
年
福
島
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号
）
に

よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
八
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
矢
祭
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

深
谷
秀
夫

　白
石
禎
美

　鈴
木
敏
代

　菊
池
徹

　白
坂
巳
之
次
郎

　菊
池
恭
一

　龍
光
寺 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
四
十
八
号
）
に
よ
る

こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
九
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
福
島
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
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次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

山
田
栄
三
郎

　山
田
仁
左
エ
門

　山
田
德
次

　渡
辺
全
一

　渡
邉
良
春

　鈴
木
菊
太
郎

　鈴
木
徳

次
郎

　鈴
木
利
吉

　鈴
木
德
右
エ
門

　今
野
才
重

　小
関
ト
シ
子

　渡
辺
藤
七

　後
藤
克
已

　後
藤

正
一

　宍
戸
ト
リ
ヨ

　服
部
節
子

　福
井
玲
子

　油
井
量
太
郎 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

　１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。 

　２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
四
十
七
号
）
に
よ
る

こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
                       

                                       

公 告 第 ２ ２ ８ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ
ス テ ム 新 郡 山 合 同 庁 舎 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し
た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年
政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9 年 福 島 県
規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ７ 年 12 月 ９ 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   落 札 に 係 る 借 入 物 品 の 名 称 及 び 数 量  

福 島 県 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム   新 郡 山 合 同 庁 舎 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器   一 式  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 企 画 調 整 部 情 報 統 計 総 室 デ ジ タ ル 変 革 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   落 札 者 を 決 定 し た 日  

令 和 ７ 年 10 月 ９ 日  
４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  

Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 株 式 会 社   東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 19 番 ２ 号  
５   落 札 金 額  

3 2 , 2 5 5 , 3 0 0 円  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

一 般 競 争 入 札  
７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  

令 和 ７ 年 ８ 月 29 日  
（ デ ジ タ ル 変 革 課 ）  
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公
告
第
二
百
二
十
九
号 

　福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
二
十
号
）
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
小
売
商
業
施
設
の
新
設
に
つ
い
て
令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
次
の

と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
添
付
書
面
を
令
和
七
年
十

二
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民

情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　特
定
小
売
商
業
施
設
を
設
置
す
る
者 

名
称

　イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社 

住
所

　千
葉
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  福 島 県 公 安 委 員 会 等 に 係 る 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 規 則 の 一 部
を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  
    令 和 ７ 年 12 月 ９ 日  
                                      福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一    
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号  

福 島 県 公 安 委 員 会 等 に 係 る 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る
規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

  福 島 県 公 安 委 員 会 等 に 係 る 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 規 則 （ 令 和
３ 年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  
  第 １ 条 中 「 第 ３ 条 」 の 次 に 「 、 第 ４ 条 及 び 第 ６ 条 」 を 加 え る 。  
  第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

⑶   電 子 署 名   次 に 掲 げ る も の を い う 。  
ア   電 子 署 名 及 び 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 （ 平 成 1 2 年 法 律 第 1 0 2 号 。 以 下 「 電 子 署 名

法 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 電 子 署 名  
イ   政 府 認 証 基 盤 （ 行 政 機 関 の 長 そ の 他 の 国 家 公 務 員 の 職 を 証 明 す る こ と そ の 他 政

府 が 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 手 続 を 行 い 、 又 は 行 わ せ る た め に 運 営 す る も の
を い う 。 ） の 官 職 証 明 書 に 基 づ く 電 子 署 名  

ウ   地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基 盤 （ 行 政 機 関 の 長 そ の 他 の 地 方 公 務 員 の 職 を 証 明 す る
こ と そ の 他 地 方 公 共 団 体 が 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 手 続 を 行 い 、 又 は 行 わ せ
る た め に 運 営 す る も の を い う 。 ） の 職 責 証 明 書 に 基 づ く 電 子 署 名  

  第 ２ 条 第 １ 項 第 ４ 号 中 「 電 子 署 名 を 行 う 者 」 を 「 申 請 等 を 行 う 者 又 は 行 政 機 関 等 」 に
改 め 、 同 項 に 次 の ２ 号 を 加 え る 。  

⑺   作 成 等   情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 ３ 条 第 11 号 及 び 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 ２ 条 第 ９
号 に 規 定 す る 作 成 等 を い う 。  

⑻   手 続 等   申 請 等 、 処 分 通 知 等 又 は 作 成 等 を い う 。  
  第 ３ 条 の 見 出 し を 「 （ 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 の 対 象 と な る 手 続 等 ） 」 に 改 め 、 同 条 第
１ 項 中 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 ６ 条 第 １ 項 及 び 」 を 削 り 、 「 第 ３ 条 第 １ 項 」 の 次 に 「 、
第 ４ 条 第 １ 項 及 び 第 ６ 条 第 １ 項 」 を 加 え 、 「 申 請 等 は 、 別 表 の 左 欄 に 掲 げ る 法 令 の 同 表
中 欄 に 掲 げ る 規 定 に 基 づ く 同 表 右 欄 に 掲 げ る 申 請 等 」 を 「 手 続 等 は 、 公 安 委 員 会 等 が 別
に 定 め る 手 続 等 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の ２ 項 を 加 え る 。  
２   前 項 の 場 合 に お い て 、 公 安 委 員 会 等 は 、 申 請 等 に 係 る 事 項 に 虚 偽 が な い か ど う か を

対 面 に よ り 確 認 す る 必 要 が あ る こ と 、 許 可 証 そ の 他 の 処 分 通 知 等 に 係 る 書 面 等 を 事 業
所 に 備 え 付 け る 必 要 が あ る こ と そ の 他 の 事 由 に よ り 当 該 手 続 等 を 電 子 情 報 処 理 組 織 を
使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 技 術 を 利 用 す る 方 法 に よ り 行 う こ と が 適 当 で な い と 認
め る 手 続 等 に つ い て は 、 対 象 と し な い も の と す る 。  

３   公 安 委 員 会 等 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 手 続 等 並 び に 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 ６ 条 第 １
項 、 第 ７ 条 第 １ 項 及 び 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に
よ り 行 う こ と が で き る 手 続 等 の う ち 県 民 の 利 便 性 の 向 上 を 図 る も の に つ い て は 、 根 拠
と な る 法 令 の 名 称 、 条 項 そ の 他 の 必 要 な 事 項 を イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に
よ り あ ら か じ め 公 表 す る も の と す る 。  

  第 ４ 条 第 ２ 項 中 「 に 規 定 す る 者 は 、 申 請 等 を 書 面 等 に よ り 行 う と き に 法 令 の 規 定 に よ
り 書 面 等 に 記 載 す べ き こ と と さ れ て い る 事 項 そ の 他 警 察 本 部 長 が 必 要 と 認 め る 」 を 「 の
規 定 に よ り 申 請 等 を 行 う 者 は 、 当 該 申 請 等 に 係 る 」 に 、 「 行 う 」 を 「 す る 」 に 、 「 又 は
送 信 し な け れ ば 」 を 「 申 請 等 を 行 わ な け れ ば 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 第 １ 項 に 規 定 す
る 者 」 を 「 前 項 の 規 定 に よ り 申 請 等 を 行 う 者 」 に 改 め 、 「 、 又 は 送 信 し 」 を 削 り 、 同 条
第 ４ 項 中 「 入 力 し 、 又 は 送 信 す る 」 を 「 当 該 申 請 等 に 係 る 」 に 改 め 、 同 項 中 第 ４ 号 を 削
り 、 同 項 第 ３ 号 中 「 前 ２ 号 」 を 「 前 ３ 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 ４ 号 と し 、 同 項 中 第 ２
号 を 第 ３ 号 と し 、 第 １ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

⑵   電 子 署 名 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 認 定 を 受 け た 者 が 発 行 し た 電 子 証 明 書  
  第 ４ 条 第 ５ 項 中 「 入 力 し 、 又 は 送 信 し た 」 を 「 入 力 し た 」 に 、 「 入 力 し 、 又 は 送 信 さ
れ た 」 を 「 入 力 さ れ た 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ６ 項 と し 、 同 条 第 ４ 項 の 次 に 次 の １ 項 を
加 え る 。  
５   公 安 委 員 会 等 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 申 請 等 を 行 う 者 が 、 第 ３ 項 に 規 定 す る 事 項 を

入 力 す る 場 合 に お い て 、 当 該 申 請 等 を 行 う 者 の 定 款 に 記 載 さ れ た 事 項 を イ ン タ ー ネ ッ
ト を 利 用 し て 公 衆 が 閲 覧 す る こ と が で き る 状 態 に 置 い て い る 場 合 で あ っ て 、 公 安 委 員
会 等 が 当 該 事 項 を 確 認 す る た め に 必 要 な 事 項 を 当 該 申 請 等 に 併 せ て 入 力 す る と き は 、
当 該 申 請 等 に つ い て 規 定 し た 法 令 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 定 款 に 記 載 さ れ た 事 項 の
入 力 を 要 し な い こ と と す る こ と が で き る 。  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

第 ５ 条 を 削 る 。  
第 ６ 条 第 １ 項 第 ３ 号 中 「 前 ２ 号 」 を 「 前 ３ 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 ４ 号 と し 、 同 項

第 ２ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  
⑶   申 請 等 に 係 る 書 面 等 又 は 電 磁 的 記 録 が 大 量 で あ る た め 、 第 ４ 条 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項

の 規 定 に よ る 入 力 が 困 難 で あ る 場 合  
  第 ６ 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  
２   前 項 の 場 合 に お い て 、 申 請 等 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 う こ と が

困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て
申 請 等 （ 当 該 部 分 を 除 く 。 ） を 行 っ た 日 か ら １ 週 間 以 内 に し な け れ ば な ら な い 。  
第 ６ 条 を 第 ５ 条 と す る 。  
第 ７ 条 第 １ 項 中 「 第 ４ 条 第 １ 項 の 申 請 等 に 対 す る 」 を 削 り 、 同 条 第 ４ 項 を 削 り 、 同 条

第 ３ 項 中 「 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 処 分 通 知 等 を 受 け る 旨 の 表 示 を す る
場 合 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 」 を 「 方 式 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る い ず れ か の 方 式 」 に 改
め 、 同 項 を 同 条 第 ４ 項 と し 、 同 条 中 第 ２ 項 を 第 ３ 項 と し 、 第 １ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え
る 。  
２   公 安 委 員 会 等 は 、 処 分 通 知 等 を 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 う 場 合 に

は 、 当 該 処 分 通 知 等 の 内 容 を 公 安 委 員 会 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 か ら 入 力 し て 、 処
分 通 知 等 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
第 ７ 条 第 ５ 項 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  
⑶   処 分 通 知 等 に 係 る 書 面 等 又 は 電 磁 的 記 録 が 大 量 で あ る た め 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ る

入 力 が 困 難 で あ る 場 合  
第 ７ 条 を 第 ６ 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

  （ 電 磁 的 記 録 に よ る 作 成 等 ）  
第 ７ 条   公 安 委 員 会 等 は 、 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 ９ 条 第 １ 項 又 は 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例

第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 電 磁 的 記 録 に よ り 作 成 等 を 行 う 場 合 に お い て は 、 当 該 作 成
等 に 係 る 事 項 を 公 安 委 員 会 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す
る 方 法 又 は 電 磁 的 記 録 媒 体 を も っ て 調 製 す る 方 法 に よ る も の と す る 。  
第 ８ 条 を 第 ９ 条 と し 、 同 条 の 前 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

  （ 氏 名 又 は 名 称 を 明 ら か に す る 措 置 ）  
第 ８ 条   情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 ６ 条 第 ４ 項 及 び 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 ３ 条 第 ４ 項 に 規

定 す る 氏 名 又 は 名 称 を 明 ら か に す る 措 置 は 、 申 請 等 に 係 る 事 項 に つ い て の 情 報 に 電 子
署 名 を 行 い 、 当 該 電 子 署 名 に 係 る 電 子 証 明 書 （ 第 ４ 条 第 ４ 項 に 定 め る 電 子 証 明 書 に 限
る 。 ） と 併 せ て こ れ を 送 信 す る 措 置 そ の 他 申 請 等 を 行 っ た 者 を 確 認 す る た め の 措 置 と
し て 警 察 本 部 長 が 定 め る 措 置 と す る 。  

２   情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 ７ 条 第 ４ 項 及 び 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 ４ 条 第 ４ 項 に 規 定 す
る 氏 名 又 は 名 称 を 明 ら か に す る 措 置 は 、 処 分 通 知 等 に 係 る 事 項 に つ い て の 情 報 に 電 子
署 名 を 行 い 、 当 該 電 子 署 名 に 係 る 電 子 証 明 書 と 併 せ て こ れ を 送 信 す る 措 置 そ の 他 処 分
通 知 等 を 行 っ た 者 を 確 認 す る た め の 措 置 と し て 警 察 本 部 長 が 定 め る 措 置 と す る 。  

３   情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 ９ 条 第 ３ 項 及 び 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 ６ 条 第 ３ 項 に 規 定 す
る 氏 名 又 は 名 称 を 明 ら か に す る 措 置 は 、 作 成 等 に 係 る 事 項 に つ い て の 情 報 に 電 子 署 名
を 行 い 、 当 該 電 子 署 名 に 係 る 電 子 証 明 書 を 添 付 す る 措 置 又 は 警 察 本 部 長 が 定 め る 措 置
と す る 。  

  別 表 を 削 る 。  
附   則  

  （ 施 行 期 日 ）  
１   こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 1 2 月 1 5 日 （ 次 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 施 行 す

る 。  
  （ 経 過 措 置 ）  
２   こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 福 島 県 公 安 委 員 会 等 に 係 る 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の

推 進 等 に 関 す る 規 則 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 同 項 に 規 定 す る 日 が 施 行 日 以 後 で あ る 申
請 等 に つ い て 適 用 す る 。  

                                                                （ 警   務   課 ）  
                       
  福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  
    令 和 ７ 年 12 月 ９ 日  
                                      福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一    
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ５ 号  

福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  
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  福 島 県 道 路 交 通 規 則 （ 昭 和 35 年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 14 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改
正 す る 。  
  第 ７ 条 第 ９ 項 中 「 廃 棄 」 の 次 に 「 （ 第 ６ 項 に 規 定 す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 許 可 証 に
係 る 電 磁 的 記 録 を 受 け た 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え 付 け ら れ た フ ァ イ ル 及 び そ の
者 の 管 理 す る 電 磁 的 記 録 媒 体 か ら 消 去 ） 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 10 項 と し 、 同 条 中 第 ８
項 を 第 ９ 項 と し 、 第 ７ 項 を 第 ８ 項 と し 、 同 条 第 ６ 項 中 「 前 項 」 を 「 第 ５ 項 」 に 、 「 は 、
車 両 の 見 や す い 箇 所 に 当 該 許 可 証 を 掲 出 」 を 「 当 該 許 可 証 （ 前 項 に 規 定 す る 場 合 に あ つ
て は 、 当 該 許 可 証 を 電 子 計 算 機 の 映 像 面 、 書 面 そ の 他 の も の に 表 示 し た も の ） を 当 該 車
両 の 前 面 の 見 や す い 箇 所 に 掲 出 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ７ 項 と し 、 同 条 第 ５ 項 の 次 に 次
の 一 項 を 加 え る 。  
  ６   前 項 の 許 可 証 の 交 付 が 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 わ れ た 場 合 は 、 当 該 許 可 証

の 交 付 を 受 け た 者 は 、 次 項 の 規 定 に 基 づ く 掲 出 を 行 う 目 的 そ の 他 の 正 当 な 目 的 の た
め に 当 該 許 可 証 の 複 製 を 作 成 す る と き で あ つ て 当 該 複 製 が 当 該 許 可 証 の 交 付 を 受 け
た 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え 付 け ら れ た フ ァ イ ル 又 は そ の 者 の 管 理 す る 電 磁
的 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ る と き を 除 き 、 当 該 許 可 証 に 係 る 電 磁 的 記 録 を 複 製 し 、 又 は
複 製 さ せ て は な ら な い 。  

  第 35 条 中 「 様 式 第 21 号 の 届 出 書 」 を 「 安 全 運 転 管 理 者 に あ っ て は 、 様 式 第 21 号 の １ の
届 出 書 ２ 通 、 副 安 全 運 転 管 理 者 に あ っ て は 、 様 式 第 21 号 の ２ の 届 出 書 」 に 改 め る 。  
  様 式 第 21 号 を 削 り 、 様 式 第 20 号 の 次 に 次 の 二 様 式 を 加 え る 。  
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様式第21号の１（第35号関係）
事業所コード番号

　　　　　年　　　月　　　日 ⑨ （ふりがな）
（ふりがな）

安全運転管理者
氏名　　　

大
昭
平

3
1 2 公安委員会  公安委員  1 官公署　2 公社公団等　3 農業
 ２年以上 の教習修了者  4 林業　5 漁業　6 鉱業　7 建設業

で１年以上  会の認定  8 製造業　9 卸･小売業　10 不動産
 1 使用者　2 課長以上　3 係長  業　11 金融保険業　12 運輸業
 4 主任　5 その他（　　　　　）  13 電気ガス業　14 通信業

 15 サービス業　16 その他（　　　）
安全運転管理者 大 小 大 普
が運転免許を持 大 中 準 普 大 中 準 普 型 型 型 通
っている場合 中 軽 中 軽 特 特 二 二

型 型 型 通 型 型 型 通 殊 殊 輪 輪

 日勤　　　隔日
安全運転管理者  その他（　　　　　） 準 大 普 小
の勤務の態様

一 二 一 二 一 二 一 二
種 種 種 種 型 種 種 種 種 二 二 特

安 略
全 歴 自　・　・　
運 至　・　・　 ⑫
転 自　・　・　 前 管
管 至　・　・　 安 理
理 自　・　・　 全 者
者 至　・　・　 運 1 死亡　2 退職　3 転任
の 自　・　・　 転 4 解任命令　5 減車

至　・　・　 6 その他（　　　　　）
備　考　（旧使用の本拠、位置及び名称等）

⑦ 勤 務

⑧ 勤務期間 勤務所名 職務上の
地位 業務内容

（

運
転
管
理
に
関
す
る
経
歴）

　　　　　年　　月　　日

自 自 計

中
型 中

貨 物

　・ ・　

免許証等番号

警 察 署 整 理 番 号
一 般
マ イ ク ロ

自

運 転 の 管 理 経 験

（電話　　　　　　　　　　）

位　置

名　称

安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書
　　　　　年　　月　　日

届出者の氏名又は法人の
名称及び代表者の氏名

住　所

業種別

⑥ 免 許 の 種 類

免 許 年 月 日　・ ・　　・ ・　

職務上の地位

使

用

の

本

拠

（年　齢）

生 年 月 日
年　 月　 日（ 　歳）

要 件

資 格

⑤

計

解 任
年 月 日

大
型

免
許
種
別

通
大
特

動

普

車

事 由

数

氏 名

副 安 全 運 転
管 理 者 の 有 無

解 任

あり（　　　名）　なし

使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
・
運
転
者
数

⑪
運
転
者

⑩ 乗 用

台
数

〒
お届けします。

④

③
② 選任年月日

届出記載事項（①・③・⑤・⑨）を変更

公安委員会 殿
①

したので
安全運転管理者を選任、解任
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様式第21号の２（第35号関係）
事業所コード番号

　　　　　年　　　月　　　日 ⑨ （ふりがな）
（ふりがな）

副安全運転管理
者氏名　　　

大
昭
平

1 2 3
 運転の管理  運転の経験  公安委員  1 官公署　2 公社公団等　3 農業
 経験１年以  期間３年以  4 林業　5 漁業　6 鉱業　7 建設業
 上  上  会の認定  8 製造業　9 卸･小売業　10 不動産
 1 使用者　2 課長以上　3 係長  業　11 金融保険業　12 運輸業
 4 主任　5 その他（　　　　　）  13 電気ガス業　14 通信業

 15 サービス業　16 その他（　　　）
副安全運転管理 大 小 大 普
者が運転免許を 大 中 準 普 大 中 準 普 型 型 型 通
持っている場合 中 軽 中 軽 特 特 二 二

型 型 型 通 型 型 型 通 殊 殊 輪 輪

 日勤　　　隔日
副安全運転管理  その他（　　　　　） 準 大 普 小
者の勤務の態様

一 二 一 二 一 二 一 二
種 種 種 種 型 種 種 種 種 二 二 特

副 の
安 略 自　・　・　
全 歴 至　・　・　 ⑫
運 自　・　・　 前 管
転 至　・　・　 副 理
管 自　・　・　 安 者
理 至　・　・　 全 1 死亡　2 退職　3 転任
者 自　・　・　 運 4 解任命令　5 減車

至　・　・　 転 6 その他（　　　　　）
備　考　（旧使用の本拠、位置及び名称等）

大
許 型
種（

運
転
管
理
に
関
す
る
経
歴）

勤務期間 勤務所名 職務上の
地位 業務内容

氏 名

自 計

解 任
年 月 日 　　　　　年　　月　　日

転
別

型 中 通 特 自

⑥

⑤

お届けします。

生 年 月 日

（年　齢）

職務上の地位

　・ ・　

免 許 の 種 類

届出記載事項（①・③・⑤・⑨）を変更
副安全運転管理者を選任、解任

使

用

の

本

拠

使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
・
運
転
者
数

年　 月　 日（ 　歳）

免 許 年 月 日

他の副安全運転 あり（　　　名）　なし
管 理 者 の 有 無

　・ ・　

免許証等番号

　・ ・　

⑧

公安委員会 殿

要 件

資 格

副 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書

① 届出者の氏名又は法人の

したので
名称及び代表者の氏名

④

③
② 選任年月日

⑦ 勤 務 大

名　称

位　置

　　　　　年　　月　　日

自
動

住　所

業種別

乗 用 貨 物

計

⑩

安全運転管

理者の氏名

〒

免

一 般
マ イ ク ロ

警 察 署 整 理 番 号

解 任

事 由

（電話　　　　　　　　　　）

数

⑪
運

者

台
数

車

中 普
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      附   則  
  （ 施 行 期 日 ）  
１   こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 12 月 15 日 か ら 施 行 す る 。  
  （ 経 過 措 置 ）  
２   こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 作 成 さ れ て い る 改 正 前 の 福 島 県 道 路 交 通 規 則 に 定 め る 様 式

に よ る 用 紙 は 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  
                                                                （ 交 通 企 画 課 ）  
 

 

　
　
　
　
　

 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
八
号 

　地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十

一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ

の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
）
並
び
に
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　委
員
長

　成

　田

　良

　洋 

一

　選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

　三
〇
、
〇
八
三 

二

　選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

　合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

　乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

　十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

　万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

　二
八
八
、
〇
一
五 

三

　福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万

　を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

　と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る

　場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

　を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
） 

選

　
　挙

　
　区

選

　
　挙

　
　区

福

島

市

七
五
、
一
七
七

田

村

市

田

村

郡

一
六
、
五
四
六
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会

津

若

松

市

三
一
、
一
七
七

南
相
馬
市
相
馬
郡
飯
舘
村

一
七
、
五
〇
六

郡

山

市

八
七
、
六
八
一

伊

達

市

伊

達

郡

二
四
、
九
二
九

い

わ

き

市

八
五
、
五
七
五

本

宮

市

安

達

郡

一
〇
、
六
七
五

白
河
市
西
白
河
郡

二
九
、
三
六
四

南

会

津

郡

六
、
四
七
六

須
賀
川
市
岩
瀬
郡

二
五
、
四
〇
三

河

沼

郡

五
、
六
八
七

喜
多
方
市
耶
麻
郡

一
九
、
〇
一
六

大

沼

郡

六
、
四
九
九

相
馬
市
相
馬
郡
新
地
町

一
一
、
一
六
三

東

白

川

郡

八
、
〇
六
二

 
 

石

川

郡

一
〇
、
〇
五
〇

二

本

松

市

一
四
、
三
三
八

双

葉

郡

一
六
、
〇
五
四
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